
ＮＰＯ法の一部改正に関する説明会事項書 

 

三重県環境生活部  

男女共同参画・ＮＰＯ課 ＮＰＯ班 

 

内容 

１ＮＰＯ法の一部改正について 

２法改正に伴う定款変更手続きについて 

３質疑応答 

※全体で１時間程度予定 

 

 

配付資料 

資料１）内閣府作成カラー刷りパンフレット 

資料２）法改正に伴う定款変更手続きについて 

 資料３）定款変更届出書記入例 

資料４）「資産の総額登記」及び「貸借対照表の公告」実施スケジュール表 

  資料５）「事業報告書等」及び「役員報酬規程等」の備置及び閲覧期間表 

 資料６）内閣府作成平成 28 年改正法に関するＱ＆Ａ（案） 

 アンケート 

 

 

 

参考） ＮＰＯ法の一部改正に関する説明会の日時及び場所 

平成 29 年３月２日（木） 19：00～ 県四日市庁舎１階第 11 会議室 

 平成 29 年３月３日（金） 19：00～ アスト津３階ミーティングルームＡ 

 平成 29 年３月６日（月） 18：00～ 県伊勢庁舎４階 402 会議室 

 平成 29 年３月７日（火） 18：00～ 県伊賀庁舎４階第６会議室 

 平成 29 年３月９日（木） 15：00～  県尾鷲庁舎２階 201 会議室 


